
委
員
会
提
出
第
二
号
議
案

改
正
貸
金
業
法
の
早
期
完
全
施
行
等
を
求
め
る
意
見
書

経
済
・
生
活
苦
で
の
自
殺
者
が
年
間
七
千
人
に
達
し
、
自
己
破
産
者
も
十
八
万
人
を
超
え
、
多
重
債
務
者

が
二
百
万
人
を
超
え
る
な
ど
の
深
刻
な
多
重
債
務
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
平
成
十
八
年
十
二
月
に
改
正
貸

金
業
法
が
成
立
し
、
出
資
法
の
上
限
金
利
の
引
下
げ
、
収
入
の
三
分
の
一
を
超
え
る
過
剰
貸
付
契
約
の
禁
止

（
総
量
規
制
）
な
ど
を
含
む
同
法
が
完
全
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

改
正
貸
金
業
法
成
立
後
、
政
府
は
多
重
債
務
者
対
策
本
部
を
設
置
し
、
同
本
部
は
①
多
重
債
務
相
談
窓
口

の
拡
充
、
②
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
の
充
実
、
③
ヤ
ミ
金
融
の
撲
滅
、
④
金
融
経
済
教
育
を
柱
と
す
る
多

重
債
務
問
題
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
た
。
そ
し
て
、
官
民
が
連
携
し
て
多
重
債
務
対
策
に
取
り
組
ん
で

き
た
結
果
、
多
重
債
務
者
が
大
幅
に
減
少
し
、
平
成
二
十
年
の
自
己
破
産
者
数
も
十
三
万
人
を
下
回
る
な
ど
、

着
実
に
そ
の
成
果
を
上
げ
つ
つ
あ
る
。

他
方
、
一
部
に
は
、
消
費
者
金
融
の
成
約
率
が
低
下
し
て
お
り
、
借
り
た
い
人
が
借
り
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
、
特
に
昨
今
の
経
済
危
機
や
一
部
商
工
ロ
ー
ン
業
者
の
倒
産
な
ど
に
よ
り
、
資
金
調
達
が
制
限
さ
れ
た

中
小
企
業
者
の
倒
産
が
増
加
し
て
い
る
な
ど
を
殊
更
強
調
し
て
、
改
正
貸
金
業
法
の
完
全
施
行
の
延
期
や
貸

金
業
者
に
対
す
る
規
制
の
緩
和
を
求
め
る
論
調
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
千
九
百
九
十
年
代
に
お
け
る
山
一
証
券
、
北
海
道
拓
殖
銀
行
の
破
綻
な
ど
に
象
徴
さ
れ

る
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
経
済
危
機
の
際
は
、
貸
金
業
者
に
対
す
る
不
十
分
な
規
制
の
下
に
商
工
ロ
ー

ン
や
消
費
者
金
融
が
大
幅
に
貸
付
を
伸
ば
し
、
そ
の
結
果
、
平
成
十
年
に
は
自
殺
者
が
三
万
人
を
超
え
、
自

己
破
産
者
も
十
万
人
を
突
破
す
る
な
ど
多
重
債
務
問
題
が
深
刻
化
し
た
。

改
正
貸
金
業
法
の
完
全
施
行
の
先
延
ば
し
、
金
利
規
制
な
ど
の
貸
金
業
者
に
対
す
る
規
制
の
緩
和
は
、
再

び
自
殺
者
や
自
己
破
産
者
、
多
重
債
務
者
の
急
増
を
招
き
か
ね
ず
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
今
、
多
重
債

務
者
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
施
策
は
、
相
談
体
制
の
拡
充
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
の
充
実
及
び
ヤ
ミ

金
融
の
撲
滅
な
ど
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
今
般
設
置
さ
れ
る
消
費
者
庁
の
所
管
な
い
し
共
管
と
な
る
地

方
消
費
者
行
政
の
充
実
及
び
多
重
債
務
問
題
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
次
の
施
策
を
講
ず
る

よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

改
正
貸
金
業
法
を
早
期
（
遅
く
と
も
本
年
十
二
月
ま
で
）
に
完
全
施
行
す
る
こ
と
。

二

自
治
体
で
の
多
重
債
務
相
談
体
制
の
整
備
の
た
め
相
談
員
の
人
件
費
を
含
む
予
算
を
十
分
確
保
す
る
な

ど
相
談
窓
口
の
充
実
を
支
援
す
る
こ
と
。

三

個
人
及
び
中
小
事
業
者
向
け
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
。

四

ヤ
ミ
金
融
を
徹
底
的
に
摘
発
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
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